
 

参考資料 
 

■ プロジェクト・ファイナンス 

 
ＰＦＩ事業では、ＳＰＣを設立してプロジェクトファイナンスにより資金調達する方

法が一般的である。 
プロジェクトファイナンスとは、ＰＦＩ事業（プロジェクト）を実施するにあたり、

民間事業者がＳＰＣを設立し、その会社が事業者として資金調達するもので、その特

定のプロジェクトから発生するキャッシュフロー（収益）が唯一の担保となる。 
ＰＦＩ事業のみを営むＳＰＣを設立することにより、仮に出資者（事業者）が倒産し

てもＰＦＩ事業が破綻せず、「行政サービス」の継続かつ安定的提供が確保でき、また、

融資金融機関はＰＦＩ事業の継続が担保であることから、融資の返済に関し厳格な審

査や事業のモニタリングを行うこととなり、公共側からすれば第三者のチェック機能

として期待できるものである。 

 

■ 固定資産税等を負担するなど税務上不利 

事業資産の所有形態の違いにより税金の取扱いが異なるので、ＰＦＩ・ＬＣＣを算

定する際には留意すること。 

例えばＢＯＴの場合、事業期間が施設の法定償却年数よりも短い場合、法人税の取

扱い上不利となる。 

ＰＦＩ 
税 制 

ＢＯＴ ＢＴＯ 
従来公共事業 

登録免許税 商業登記（国税） 課税 課税 非課税 

      不動産登記（国税） 課税 非課税 非課税 

法人税（国税） 課税 課税 非課税 

不動産取得税（県税） 課税 非課税＊１ 非課税 

固定資産税（市町村税） 課税 非課税 非課税 

都市計画税（市町村税） 課税 非課税 非課税 

事業所税（市町村税） 課税 課税 非課税 

法人市民税（市町村税） 課税 課税 非課税 

＊１：非課税となるかケースバイケースであり確認が必要。 
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■ 岡山ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ・ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ（岡山県） 

自治体ＰＦＩ推進センターＰＦＩプロジェクト事例紹介より 

県名 事  業  名 施 設 期間 事業方式 

岡山県 岡山リサーチパーク・インキュベーシ

ョンセンター整備等事業 産業育成支援施設 16 年間 サービス購入

型 BTO 
自治体 選定方法 実施方針 特定事業選定 公募 事業者選定 契約締結 供用開始 

岡山県 総合評価一

般競争入札 H13.8.8 H13.8.23 H13.10.5 H14.1.22 H14.3.15 H15.4.1 
 

岡山県が、地域産業の振興を目的に、IT、バイオはもちろん、広くものづくりの起業をめざ

す国内外のベンチャーを支援する機能を備えた施設を整備する事業。  

インキュベーション施設*の設計・建設業務 、同施設の入居者募集、入居者支援ほか運営業

務 、同施設の維持管理業務 （*ベンチャー起業家を支援する貸研究室などを備えた孵化施設） 

維持管理運営企業のインキュベーション・マネージャー3 名が常駐し、シンクタンクのサポ

ートを得ながら、入居者の募集、入居者の事業化支援に取り組んでいる。 
○事業スキーム 

 

民 間 調 査 機 関 

 

ＳＰＣ 

維持管理

（シンク
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建 設 企 業
 
維持管理運営企業
 
維持管理運営企業
 

運営企業 
タンク） 



 

■ 江坂駅南立体駐車場（大阪府） 
自治体ＰＦＩ推進センターＰＦＩプロジェクト事例紹介より 

県名 事  業  名 施 設 期間 事業方式 

大阪府 江坂駅南立体駐車場整備事業  駐車場  １５年間 独 立 採 算

型ＢＯＯ 
自治体 選定方法 実施方針 特定事業選定 公募 事業者選定 契約締結 供用開始 

大阪府 
公募ﾌﾟﾛﾎﾟｰ

ｻﾞﾙ（2 段階

方式） 
H13.1.30 H13.3.30 H13.5.9 H13.12.11 H14.3.25 H14.11.30

 
 大阪府が、江坂駅周辺の違法駐車に対応するため、駐車場の拡張整備を実施した事業。

①立体駐車場及び附帯施設の設計、建設 
PFI 事業者は立体駐車場及びその附帯施設（管理事務所等）の設計及び建設を行う。

立体駐車場及び附帯施設の設計及び建設には、これらを実施する上で必要な許認可

申請、敷地の整地等の関連業務が含まれる。 
②立体駐車場の開業後から事業期間終了までの所有と運営及び維持管理業務 

PFI 事業者は立体駐車場の開業後から事業期間終了までの期間、施設を所有し駐車

場の運営及び維持管理業務を実施する。なお立体駐車場運営のための府有地の使用

については、有償で貸与する。 
○事業スキーム 

 

民間調査 

機関 

Ｓ Ｐ Ｃ 
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■ 神戸市麻耶ロッジ整備等事業（神戸市） 

自治体ＰＦＩ推進センターＰＦＩプロジェクト事例紹介より 

県名 事  業  名 施 設 期間 事業方式 

兵庫県 麻耶ロッジ整備等運営事業 宿泊施設 20 年間 ｼﾞｮｲﾝﾄﾍﾞﾝﾁ

ｬｰ型ＢＴＯ

自治体 選定方法 実施方針 特定事業選定 公募 事業者選定 契約締結 供用開始 

神戸市 公募プロポ

ーザル  H12.8.2 H12.8.7 H12.8.7 H12.10.18 H12.12.22 H13.7.13 
 
 神戸市が、国民宿舎事業としてＰＦＩを導入した事業。 
・ 整備業務（整備工事、耐震補強工事、設計、工事監理等） 
・ 維持管理運営業務（保守修繕、警備、清掃、利用の受付、使用料の徴収、企画運営等）

民間事業者は敷地の一部を利用して、体験学習事業を行うほか、収益性の向上を図るた

め、飲食、物販、入浴等の事業を行う。 
○事業スキーム 

民間調査機関 

 
Ｓ Ｐ Ｃ 

維持管理運営企業 建 設 企 業 
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■ 国庫補助金等の対象にならないケース 
県が公共施設等を整備する際、その建設費において補助金制度が適用される場合が

多く、これをＰＦＩ事業で行う場合、従来事業と同様に補助金が導入できるかが大

きな問題となる。 
政府においては、「骨太の方針２００４」でも触れているように、ＰＦＩの一層の活

用を図るため、補助金等に係る官民の均衡性を確保（イコールフッティング）する

ことが進められており、各省庁の補助制度においてもＰＦＩ事業の取扱いについて

徐々に改善されている。 
しかしながら、ＰＦＩ事業で補助制度が活用できるのは、建設後、県の施設へ移管

されるＢＴＯの事業形態に限られる場合が多く、実際の運用については、所管省庁

と個別に確認や協議を行うことが必要である。 
＜「地方公共団体がＰＦＩ事業を実施する際の国の補助金等の適用状況について」（H16.6）＞ 

 
■ 現在価値 

一般に貨幣価値は、物価変動や金利水準等の諸要因により、時間の経過と共に変化し

ていくものであり、長期契約によるＰＦＩ事業では、ＶＦＭの算定において、将来の

費用を現在価値に換算することにより評価することとなっている。（国のＰＦＩ基本

方針３－（２）） 

現在価値とは、現在の１００万円の方が１年後の１００万円より価値が高いという価

値概念であり、ＶＦＭを算定するにあたっては、ＰＳＣとＰＦＩのＬＣＣを現在価値

に換算することにより、支払い時点が異なる支払いを比較することができる。 

将来の費用を現在価値に換算するには、「割引率」という換算率を使用するものであ

り、この割引率には、リスクフリーレート（リスクのない投資対象から得られる利回

り）を用いることが適当である。割引前の各年度の公的財政負担額が、名目値で算定

されている場合は名目割引率を、実質値（名目値からインフレ分のみを除いたものを

いう）で算定されているときは、実質割引率を用いなければならない。 

割引率とは1年間の貨幣価値の変化の度合いを示すものである。 

Ｎ年後の価値ＶＮの現在価値ＶＮＰＶは、割引率をｒとすると 

ＶＮＰＶ＝ＶＮ × １／（１＋ｒ）Ｎ  で示される。 

例えばｒ＝４％とした場合、下記のとおり時間を考慮した現在における価値評価

ができる。 
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0.04

1 2 3 4 5 合

（１＋ｒ）
Ｎ

1.0400 1.0816 1.1249 1.1699 1.2167

10.0億円 10.0億円 10.0億円 10.0億円 10.0億円 50.0億円

9.6億円 9.2億円 8.9億円 8.5億円 8.2億円 44.4億円現在価値

年度 (Ｎ)

実額

割引率 (ｒ)

計

 

 
■ ＰＰＰ（Public Private Partnership）について 

ＰＰＰは、行政部門を民間に開放し、行政と民間のパートナーシップによる官民協

働方式により、より低コストで質の高い公共サービスの提供を目指す概念であり、Ｐ

ＦＩも含めた多様な事業手法が考えられる。ちなみに、ＰＦＩは民間による資金調達

を活用するスキームであり、ＰＦＩ法に基づいて実施するものである。 
本指針に示した検討手順により、ＰＦＩ手法が適さない場合でも、この検討プロセ

スを活用し最適な事業方式を採用することが重要で、１次チェックでの定性評価など、

他の民活手法や従来手法の改善すべき点などが明確となり、効率的な行政運営に向け

た取組が期待できる。 
例えば、ＰＦＩの「性能発注」「一括契約」の要素を取り入れ、設計建設を一括発注

し管理運営は行政が行う手法や、従来手法である程度進められている事業についても、

民間の技術力を活用するＶＥ（Value Engineering）など、多様な民活手法が考えら

れる。 
主な官民パートナーシップ手法については、以下のとおり。 
 

役割分担 
手 法 概 要 建

設 
所

有 
運

営 
資金 
調達 

公設公営 
行政が建設、運営する施設について管理運営に係る業務

を一部民間に委託する。 
官 官 

官 
民 

官 

公設民営 

行政が建設した施設の運営を民間に任せる。（指定管理者

制度を活用） 
・ 施設の管理運営費を行政からの委託費、あるいは利用

者からの利用料金により賄う。 

官 官 民 官 

民設公営 

施設については民間に委ね、運営を行政が行う。 
・ 民間が建設した施設を取得、あるいは借り受けその運

営を行政が行う。 
・ 民間に設計建設を一括して委ね運営は行政が行う。 

民 
官 
民 

官 官・民 

ＶＥ 設計や建設にあたって、民間の高い技術力による提案に 官 官 官 官 
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より、より効率的な整備を図る。 民 

ＰＦＩ 
民間が、自ら調達した資金により、公共施設等の設計、

建設、維持管理、運営を行う。 
民 

官 
民 

官 
民 

民 

公有地活用 
公有地を民間に提供し、そこに民間が施設を建設運営す

るもの。無償低廉貸与、定期借地権、公有地信託などが

ある。 
民 

官 
民 

民 民 

（参考）指定管理者制度の導入について 
平成１５年９月の地方自治法改正により、これまで「公の施設」については管理受

託者の要件を満たす出資法人等のみ管理することができた「管理委託制度」に代わ

って、民間事業者等、地方公共団体が指定する者に対し管理を代行させることが可

能となった。 
ＰＦＩ事業者に対して公の施設を包括的に管理させる場合には、この制度に該当す

るが、包括的でない委任の場合はこれまでと同様の取り扱いとなる。 
 

■ 債務負担行為の設定（平成 12 年 3 月 29 日自治事務次官通達） 
・ ＰＦＩ法に基づいて公共施設等の整備を行うために設定されている債務負担行為は、

効率的かつ効果的な公共施設等の整備のために設定されるものであり、「もっぱら財

源調達の手段として設定する債務負担行為*」に該当するものではないと解される。 
・ しかしながら、この場合においても財政の健全性を確保する必要があるので、ＰＦ

Ｉ事業における債務負担行為に係る支出のうち、施設整備や用地取得費に相当する

もの等公債費に準ずるものについては、起債制限比率の計算の対象とされている。 
*昭和 47 年 9 月 30 日自治指第 139 号自治省財政局長通達 
債務負担行為の設定にあたっては、債務負担行為に基づく支出額と公債費との合

算額が地方債許可方針により起債制限をうける公債費相当額をこえないこと。 
・ 物件の購入または建設工事にかかるものについては、債務負担行為の原因となる事

実が数年度にわたって継続する場合に設定することが本来の趣旨である。公共施設

等の建設にあたり財源調達の手段として債務負担行為を設定し、当該施設の建設完

了後その建設に要した経費を長期にわたり支出することは適当と認められない。 
 
 

 

■ ダイレクトアグリーメント 
・ 選定事業者による選定事業の実施が困難となった場合などに、管理者等によるＰＦ

Ｉ事業契約の解除権行使を融資金融機関等が一定期間留保することを求め、資金供

給している融資金融機関等による選定事業に対する一定の介入を可能とするための

必要事項を規定した管理者等と融資金融機関等との間で直接結ばれる協定。要求水
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準の未達や期限の利益の喪失等一定の事項が生じた場合の通知義務や、選定事業者

の発行する株式や有する資産への担保権の設定に対する管理者等の承諾などについ

て規定される。 

・ 事業期間中に事業破綻の恐れが生じた場合、ダイレクトアグリーメントを結ぶこと

により以下のメリットが挙げられる。 

《行政側》 
・ 資金供給の停止や資産処分といった突然の事業中止が回避でき、安定した

行政サービスの提供が図れる。 
・ 金融機関が事業に介入できることから、金融機関と民間事業者による事業

再建を図ることができる。 
《金融機関側》 

・ 事業が継続しキャッシュフローが滞ることがないよう、監視等、事業に直

接的に介入でき利益が確保できる。 
 

＜参照：ＰＦＩ事業の課題に関する検討報告書～直接協定の典型例について～ 

（ＰＦＩ事業の課題に関する委員会（総務省））（H16.7）＞ 

 


